
行政処分等の年月日
事業者の氏名又は名

称
事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要

事業者
点数

営業所
点数

20190408 株式会社カーワークス
法人番号（１２６０００１
００１７３０）
代表者金島義和

岡山県岡山市東区竹原１
５４３－１

本社営業所 岡山県瀬戸内市長船町長
船２６３－１

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び文書
警告

道路運送法第９条の２
第１項及び第２７条第３
項

継続監視の監査対象として、平成３０年５月３０
日、同年１０月１７日及び同年１１月１日に監査
を実施。７件の違反が認められた。（１）運賃料
金事前届出違反（道路運送法第９条の２第１
項）（２）点呼の記録義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下運輸規則）第２４条第５
項）（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則
第２４条第５項）（４）乗務等の記録事項義務違
反（運輸規則第２５条第１項及び第２項）（５）乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３
７条第１項）（６）運転者に対する指導監督の記
録義務違反（運輸規則第３８条第１項）（７）運
行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第４
８条の４第１項）

11 11


